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計　画

【 地域福祉計画 】
　社会福祉法第 107 条に基づく、市町村地域福祉計画であり、成年後見制度の利
用の促進に関する法律第 14 条に規定される成年後見制度の利用の促進に関する
施策についての計画を包含したもの。

【 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 】
　老人福祉法第 20 条の８に基づく、市町村老人福祉計画及び介護保険法第 117
条に基づく、市町村介護保険事業計画を一体としたもの。

【 障害者支援計画 】
　障害者基本法第 11 条に基づく、市町村障害者計画であり、障害者総合支援法
第 88 条に規定される市町村障害福祉計画及び児童福祉法第 33 条の 20 に規定す
る市町村障害児福祉計画を一体としたもの。
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所沢市総合計画

地域福祉計画 成年後見制度
利用促進基本計画

「埼玉県高齢者支援計画」
「埼玉県地域保健医療計画」

「障害者基本計画（国）」
「障害福祉計画（国）」
「埼玉県障害者支援計画」
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社会福祉法人
　社会福祉法第 56 条第 1 項に基づき、本市が所管する社会福祉法人に対し、法
人運営に係る帳簿・書類等を確認し指導を行う。

令和 5 年 3 月末現在

対象法人数 実施法人数 文書指摘件数

25 8 49

介護サービス事業者等
　介護保険法第 23 条に基づき、介護サービス事業者等（地域密着型サービス事
業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者）に対し、保険給付に係る文書
等を確認し指導等を行う。

令和 5 年 3 月末現在

対象事業所数
（令和 4 年 4 月 1 日現在）

運営指導
実施事業所数

運営指導
指導事項件数

集団指導
参加事業所数

204 36 99 189（Web）

生活保護の状況

法人指導監査

令和４年度実績（令和５年３月末）
　生活保護世帯：3,860 世帯　　　被保護人員：4,925 人　　　保護率：1.43％

（生活保護世帯割合状況）
　高齢者世帯：1,877 世帯（48.6％）、障害者世帯：672 世帯（17.4%）
　傷病者世帯：554 世帯（14.4%）、母子世帯：189 世帯（4.9%）
　その他：568 世帯（14.7%）

生活保護費扶助支出状況
区 分 金　額（円） 世　　帯 人　　員 割　　合
生 活 2,728,067,574 40,432 51,664 31.87
住 宅 1,877,542,221 41,532 52,968 21.93
教 育 28,113,719 2,204 3,002 0.33
医　 療 3,671,253,970 40,297 49,212 42.89
出　 産 1,858,442 5 5 0.02
生　 業 13,994,035 1,446 1,628 0.16
葬　 祭 34,709,477 157 157 0.41
介　 護 194,686,827 9,589 9,940 2.27
そ の 他 9,990,618 158 158 0.12

計 8,560,216,883 － － 100%
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障害福祉施設
生活介護事業所
入浴、排せつ、食事の介護又は創作的・生産活動の機会の提供等を行う施設

施設名
施設概要 キ ャ ン バ ス プ ロ ペ ラ こ あ ふ る

所 在 地 下富 653 番地の 5 坂之下 673 番地の 1 三ケ島五丁目 828 番地の 6
開 設 平成４年４月１日設置 平成14 年３月１日設置 平成９年５月１日設置
在 籍 者 数 56人（令和5年4月1日現在） 41人（令和5年4月1日現在） 20人（令和5年4月1日現在）
対 象 者 障害者総合支援法に基づき生活介護の支給決定を受けた者

施 設
訓練作業室、食堂兼多
目的室、静養室兼医務
室、相談室他

訓練作業室、食堂兼多
目的室、医務室、静養
室、相談室他

訓練作業室、食堂兼多
目的室、静養室兼医務
室、相談室他

管 理 運 営 社会福祉法人皆成会
社会福祉法人
所沢市社会福祉協議会

社会福祉法人
所沢市社会福祉協議会

障害福祉
条例の推進
　平成 30 年 7 月にはじまった「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり
条例」では、障害のある人もない人も、互いに手を取り合い、歩み寄り、助け合い、
人と人との絆を感じながら、笑顔で生活できるまちづくりを進めています。

〈取組例〉
　・障害理解に関する講座の開催
　・障害者差別に関する相談受付
　・手話トークの配信やワークショップの開催
　・社会的障壁の除去の推進を図るため、事業者の物品購入等への補助金交付
身体障害者手帳交付状況 （令和５年３月末）

区分
年齢 視  覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢  体 内  部 計

1 8 歳 未 満 12 21 2 100 31 166
1 8 歳 以 上 733 660 123 3,812 2,951 8,279

計 745 681 125 3,912 2,982 8,445

療育手帳交付状況 （令和５年３月末）
区分

年齢 最重度Ⓐ 重度Ａ 中度Ｂ 軽度Ｃ 計

1 8 歳 未 満 117 137 173 420 847
1 8 歳 以 上 375 385 483 452 1,695

計 492 522 656 872 2,542
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就労継続支援 B 型事業所
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会の提供等を行う施設

施設名
施設概要 き ぼ う の 園 

所 在 地 北原町 937 番地の１
開 設 昭和 47 年５月１日設置
在籍者数 35 人（令和5年4月1日現在）
対 象 者 障害者総合支援法に基づき就労継続支援 B 型の支給決定を受けた者
施 設 訓練作業室、食堂兼多目的室、相談室、静養室他
管理運営 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会

多機能型（生活介護・就労継続支援 B 型）事業所
生活介護事業所と就労継続支援Ｂ型の機能を併せ持つ施設

施設名
施設概要 は ば た き

所 在 地 北原町 924 番地の３
開 設 平成６年 10 月１日設置
在籍者数 65人（令和5年4月1日現在）
対 象 者 障害者総合支援法に基づき生活介護又は就労継続支援 B 型の支給決定を受けた者
施 設 訓練作業室、食堂、多目的室、医務室、静養室、相談室他
管理運営 社会福祉法人藤の実会

障害者グループホーム
地域で共同生活を望む障害者に日常生活上の援助を行い、自立生活の助長を図る施設

施設名
施設概要 ゆ き わ り 草

所 在 地 北原町 924 番地の２
開 設 平成５年４月１日設置
在籍者数 7人（令和5年4月1日現在）
対 象 者 障害者総合支援法に基づき共同生活援助の支給決定を受けた者
施 設 食堂、居室他
管理運営 社会福祉法人藤の実会

障害者教養文化体育施設
障害者の教養、文化、体育等の活動を促進し、福祉の増進を図る施設

施設名
施設概要 所 沢 サ ン ・ ア ビ リ テ ィ ー ズ

所 在 地 上安松 1286 番地の７
開 設 昭和59年８月１日設置
利用者数 42,067 人（令和 4 年度）
開館日数 347 日（令和 4 年度）
施 設 体育室、ミーティングルーム、研修室、教養文化室、多目的室、音楽室
管理運営 公益財団法人所沢市公共施設管理公社
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高齢者福祉

高齢者人口 　　　　　　　　　　　　　　（令和５年３月末現在）
区 分 65 歳～ 69 歳 70 歳～ 74 歳 75 歳～ 79 歳 80 歳以上 合　　計

男 9,133 11,074 9,229 12,571 42,007

女 9,659 12,694 11,368 18,681 52,402

計 18,792 23,768 20,597 31,252 94,409

所沢市の全人口に占める高齢者人口の割合 27.46％

【トコろんおかえりＱＲ（地域でみまもり支え合い事業）】
　認知症高齢者等が道に迷ったりしたときに、発見者が迷い人の持ち物に貼付され
たＱＲコード（トコろんおかえりＱＲ）をスマートフォンなどで読み取ることで、その
家族に現在の居場所や状況等を即時に電子メールや電話で伝えることができる。
　なお、子ども（迷子）や災害時の安否確認にも活用できる。
入手方法：市内のセブン・イレブン（一部店舗を除く）、
　　　　　オンラインショップ（送料別）で購入可能
費　　用：990 円（1 シートにシール大 2 枚、小 3 枚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【トコろん元気百歳体操・お達者倶楽部】
　トコろん元気百歳体操は、誰にでもできるように工夫された体操で、介護予防のみ
ならず、ご近所同士のつながりを深め、互いに支え合う関係づくりにつながる住民主
体の通いの場である。実施団体への必要な用具の貸出し、体操等をサポートする「ト
コフィット」の養成など、自主的な活動の継続を支援している。
　お達者倶楽部は、在宅の６５歳以上の高齢者を対象に健康体操・交流会、レクリ
エーション、茶話会等を通じ、介護予防活動を実施するボランティア団体である。こ
の活動を支援することにより、高齢者に社会参加の場を提供し、健康の増進、閉じ
こもりの予防、介護予防に繋げている。

【認知症に対する支援】
　認知症サポーター養成講座を開催し、認知症についての正しい理解を促すことで、
認知症と共生する地域づくりを推進する。
　認知症初期集中支援チームを設置し、集中的な支援が必要と思われる本人やその
家族に、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。チームは、認
知症サポート医や認知症の専門知識を有する看護師等の専門職で構成される。

※QRコードは（株）デンソー
　ウェーブの登録商標です。

見本
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老人福祉施設等
【老人福祉センター・老人憩の家】
　老人福祉センター及び老人憩の家では、法令等に基づき、高齢者に対して教養の
向上やレクリエーションなどの機会の提供を実施している。
　なお、老人福祉センターでは、生活相談や健康相談についても実施している。

〇利用資格：所沢市、入間市、狭山市、飯能市、日高市在住の 60 歳以上の方
〇利用時間：月～土曜日の午前9時～午後4時30分（日曜日、祝日、年末年始を除く）
〇利 用 料：無料

老人福祉センター　うしぬま荘（牛沼 54）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 職員体制

昭和 56 年 5 月設置 16,557 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
訓練室、図書室、
相談室、浴場、
ゲートボール場他

園長 1 人、主査 1
人、主任（再任用
職員）1 人、会計
年度任用職員 6 人

老人福祉センター　あづま荘（久米 2263-1）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 職員体制

昭和 58 年 5 月設置 14,478 人
293 日

集会室、会議室、
娯楽室、ホール、
和室、相談室、
浴場、ゲートボー
ル場他

ケアワーカー（再
任用職員）1 人、
会計年度任用職員
6 人

老人福祉センター　さやまがおか荘（若狭 4-2478-4）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 59 年 6 月設置 20,193 人
293 日

集会室、教養・娯
楽室、訓練室、
相談室、浴場他

公益財団法人
所沢市公共施設管
理公社

老人福祉センター　緑寿荘（緑町 3-16-7）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 63 年 5 月設置 25,995 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
相談室他

公益財団法人
所沢市公共施設管
理公社
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老人憩の家　さくら荘（山口 356）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 50 年 11月設置 14,677 人
293 日

集会室、和室、
ゲートボール場、
浴場他

公益社団法人
所沢市シルバー人
材センター

老人憩の家　とめの里（中新井 547）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 54 年 4 月設置 10,792 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
相談室他

公益社団法人
所沢市シルバー人
材センター

老人憩の家　やなせ荘（南永井 625-6）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 60 年 1 月設置 6,925 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
ゲートボール場他

公益社団法人
所沢市シルバー人
材センター

老人憩の家　峰寿荘（宮本町 2-22-13）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

昭和 61 年 12 月設
置

8,687 人
293 日

集会室、教養室、
娯楽室、
ゲートボール場他

公益社団法人
所沢市シルバー人
材センター

老人憩の家　みかじま荘（三ケ島 3-1440-1）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 2 年 5 月設置 9,650 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、談話室、
ゲートボール場、
浴場他

公益財団法人
所沢市公共施設管
理公社

老人憩の家　こてさし荘（北野 1-2-12）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 5 年 5 月設置 14,001 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
ゲートボール場、
浴場他

公益財団法人
所沢市公共施設管
理公社
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老人憩の家　とみおか荘（北岩岡 118-4）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 10 年 5 月設置 8,604 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
調理室、ゲート
ボール場、浴場、
ボランティア室他

公益財団法人
所沢市公共施設管
理公社

老人憩の家　ところ荘（宮本町 1-2-35）

開　　設 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 12 年 10 月設置 9,787 人
293 日

集会室、会議室、
教養室、娯楽室、
ボランティア室、
ゲートボール場、
浴場他

社会福祉法人
安心会

【老人デイサービスセンター】
　介護保険法に基づき、高齢者が居宅での自立した生活を営めるように、食事や入
浴などの日常生活上の支援や歩行トレーニング等の機能回復訓練を実施している。

ところ荘老人デイサービスセンター（宮本町 1-2-35）

開 設 定 員 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 12 年
11 月設置 45 人 10,816 人

311 日
食堂、機能訓練室、
休養室、浴室他

社会福祉法人
安心会

新所沢けやき通り　老人デイサービスセンター（緑町 4-28-35-1）

開 設 定 員 利用者数（R4 年度）開館日数 施　　設 管理運営

平成 14 年
5 月設置 40 人 7,792 人

311 日

食堂、機能訓練室、
休養室、相談室、
浴室他

社会福祉法人
若狭会

【養護老人ホーム】
　老人福祉法に基づき、環境上・経済的な理由により一般の高齢者施設に入所でき
ない高齢者を養護し、自立した日常生活等を支援するための施設である。

老人ホーム　亀鶴園（松郷 267-1）

開 設 定 員 入居者数 施　　設 管理運営

昭和 38 年 9 月設置
平成 5 年 4 月移設 50 人

14 人
（R5.4. 現在）

居室、食堂、集会室、
洗濯室、ケアワー
カー室、浴室他

社会福祉法人
若狭会
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【地域包括支援センター】
　地域で生活する高齢者等を支え、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、
権利擁護業務等を行う。また、民生委員、高齢者みまもり相談員、社会福祉施設、
関係団体等と連携しながら、地域での活動を実施している。

所沢 地域包括支援センター（御幸町 1-16 所沢スカイライズタワー 207）

電話（FAX） 担当地区

2926-4426（2926-4422）
日吉町 / 東町 / 旭町 / 御幸町 / 寿町 / 元町 / 金山町 / 
有楽町 / 北有楽町 / 喜多町 / 宮本町 / 西所沢 / 星の宮 / 
くすのき台 1 丁目～ 2 丁目

松井東 地域包括支援センター（下安松 963-4）

電話（FAX） 担当地区

2951-5500（2941-2221） 松郷 / 下安松 / 東所沢和田

松井西 地域包括支援センター（上安松 1283-4）

電話（FAX） 担当地区

2994-1615（2994-1612） 西新井町 / 東新井町 / 牛沼 / 上安松 / くすのき台の一部

柳瀬 地域包括支援センター （坂之下 941-3）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷内

電話（FAX） 担当地区

2951-8887（2945-6878） 坂之下 / 城 / 本郷 / 日比田 / 亀ケ谷 / 新郷 / 南永井 / 
東所沢

富岡 地域包括支援センター （中富 1617）※介護老人保健施設さんとめ内

電話（FAX） 担当地区

2942-0067（2942-3588） 中富 / 下富 / 神米金 / 北岩岡 / 北中 / 岩岡町 / 所沢新町 
/ 中富南

新所沢 地域包括支援センター（緑町 3-12-17）

電話（FAX） 担当地区

2937-7105（2937-7106） 緑町 / 泉町 / 向陽町 / 青葉台 / 榎町 / けやき台

新所沢東 地域包括支援センター（松葉町 11-1 マルハビル 5 階）

電話（FAX） 担当地区

2968-8899（2968-7789） 弥生町 / 美原町 / 北所沢町 / 花園 / 松葉町
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三ケ島第１ 地域包括支援センター  （三ケ島 5-551）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ケアハウス所沢けやき内

電話（FAX） 担当地区

2947-2837（2949-5301） 三ケ島 / 糀谷 / 堀之内 / 林 / 和ケ原 / 西狭山ケ丘

三ケ島第２ 地域包括支援センター   （東狭山ケ丘 6-2835-2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特別養護老人ホーム康寿園内

電話（FAX） 担当地区

2926-7800（2946-8050） 東狭山ケ丘 / 狭山ケ丘 / 若狭

小手指第１ 地域包括支援センター（北野 3-1-18）
※特別養護老人ホームロイヤルの園内

電話（FAX） 担当地区

2947-1211（2947-1223） 上新井 / 小手指元町 / 小手指南 / 小手指台 /
北野 / 北野南 / 北野新町 / 小手指町 5 丁目

小手指第２ 地域包括支援センター（小手指町 2-12-7 セイザン小手指 1 階）

電話（FAX） 担当地区

2968-3311（2968-3319） 小手指町 1 丁目～ 4 丁目

山口 地域包括支援センター（山口 5257-3）

電話（FAX） 担当地区

2928-7525（2928-7526） 山口 / 上山口

吾妻 地域包括支援センター  （久米 1538-2）
　　　　　　　　　　　　　　　　※特別養護老人ホームところの苑内

電話（FAX） 担当地区

2929-6965（2929-6956） 北秋津 / 東住吉 / 西住吉 / 南住吉 / 久米 / 荒幡 / 
松が丘 / くすのき台 3 丁目

並木 地域包括支援センター（中新井 3-20-35-107）

電話（FAX） 担当地区

2943-7333（2943-8558） こぶし町 / 若松町 / 下新井 / 中新井 / 並木 / 北原町
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介護保険
（数値は令和５年３月末）

　介護保険の保険者として介護保険事業の運営を行う。
１   介護保険資格の管理（１号被保険者数 94,645 人） 
２   要介護等認定（新規申請・更新申請・変更申請）の受付（15,315 件）
　　（転入継続を除く）
３   要介護等認定に係る訪問調査
４   介護認定審査会の開催（436 回）
５   保険給付
６   介護保険の利用料の助成
　　（低所得等の利用者を対象に１割自己負担額の一定割合を助成する） 
７   介護保険料の賦課・徴収
８   地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指定
９   介護相談窓口の設置

高齢者人口および要介護等認定者数 （各年度末現在）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

高 齢 者 人 口 92,925 人 93,771 人 94,179 人 94,409 人

認 定 者 数 15,416 人 15,805 人 16,378 人 16,884 人

保険給付状況（総額）
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

保 険 給 付 費 19,650,134,443 円 20,955,345,424 円 21,608,458,160 円 22,523,317,741円

介 護 予 防・生 活
支援サービス費等 609,597,557 円 614,392,071 円 539,029,767 円 556,144,463 円

保険料額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（令和５年度）
第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 第 4 段階 第 5 段階 第 6 段階 第 7 段階 第 8 段階

19,200 円 25,700 円 45,000 円 56,500 円 64,200 円 73,900 円 80,300 円 96,400 円

第 9 段階 第 10 段階 第 11 段階 第 12 段階 第 13 段階

109,300 円 118,900 円 125,300 円 131,800 円 138,200 円
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地域福祉

こどもと福祉の未来館
所在地：泉町 1861-1
開　設：平成 29 年 1 月

１
階

地域福祉センター
貸出窓口
☎ 2922-2116

受付時間：午前 9 時～午後 9 時（年末年始を除く）

福祉の相談窓口
（無料）

☎ 2941-6366
FAX 2923-4780

受付時間：月～金曜日の午前 9 時～午後 6 時
　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
〇生活の困りごとに関する相談
〇成年後見制度等、権利擁護に関する相談
〇障害福祉サービス等に関する相談
〇障害のある方の就労に関する相談
〇手話通訳・要約筆記に関する相談

２
階 こども支援センター

〇子育て支援エリア（水曜日、年末年始を除く）
　・交流施設（ひろば）　☎ 2922-2117
　　　午前 9 時 30 分～午後 4 時
　・子育てコンシェルジュ　☎ 2922-2238
　　　午前 8 時 30 分～午後 6 時
〇発達支援エリア（水曜日、年末年始を除く）
　☎ 2922-2118
　・相談支援　午前 9 時～午後 6 時
　・通所支援　午前 9 時～午後 5 時
　・地域支援　午前 9 時～午後 6 時

３
階

地域福祉センター
☎ 2922-2115

業務時間：月～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

社会福祉協議会事務局
業務時間：月～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

民生委員・児童委員
　民生委員の基本的な職務は、福祉に関する援助を必要とする住民の相談
に応じ必要な情報を提供して、行政等の関係機関へつなぐことである。
　定　数：500 名
（内訳：所沢地区 52 名、松井東地区 26 名、松井西地区 29 名、柳瀬地区

26 名、　富岡地区 32 名、新所沢地区 44 名、新所沢東地区 28 名、三ケ島
第１地区 30 名、三ケ島第２地区 33 名、小手指第１地区 41 名、小手指
第２地区 27 名、山口地区 39 名、吾妻地区 50 名、並木地区 43 名）


